
従
前

の
宅

地
仮

換
地

町
丁
目

地
番
地
目
登
記
地
積（
fl
）
基
準
地
積（
fl
）
街
区
番
号

符
号

地
積（
fl
）

小
谷
場
道
下

8
9
墓
地

1¶
1
6
6

1¶
2
6
0•
8
1

1
5
2

１
1¶
2
3
3•
2
1

仮
換
地
の
指
定
の
効
力
発
生
の
日

平
成
2
3年
１
月
７
日

平成™š年˜月�日 金曜日 (号外第›号)官 報
公

示
送

達

川
口
都
市
計
画
事
業
芝
東
第
３
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
下
記
の
者
に
対
す
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
2
9年
法

律
第

1
1
9号
）
第

9
8号
第
１
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
仮
換
地
指
定
通
知
に
つ
い
て
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確

知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
法
第

1
3
3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
送
付
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
公
告
す

る
。
平
成

2
3
年
１
月
７
日

川
口
都
市
計
画
事
業
芝
東
第
３
土
地
区
画
整
理
事
業

施
行
者
川
口
市

代
表
者
川
口
市
長
岡
村
幸
四
郎

記
権
利
者
氏
名
大
字
持

権
利
者
住
所
不
明

教
示
１
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
6
0日
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
以
内
に
川
口
市
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
上
記
１
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
川
口
市
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

会
社
そ
の
他
の
公
告

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
九
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

北
海
道
江
別
市
野
幌
屯
田
町
一
二
番
地
一
三

有
限
会
社
ス
チ
ー
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア

清
算
人

林
下

祥
子

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
開
催
の
株

主
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社

に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
六
条
東
四
丁
目
八
番
地

株
式
会
社
北
海
道
パ
イ
ロ
ッ
ト

清
算
人

大
塚

紀
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
開
催
の
株

主
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社

に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

茨
城
県
つ
く
ば
市
大
砂
六
七
〇
番
地

有
限
会
社
サ
ン
ユ
ー

清
算
人

塚
本

若
子

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
開
催
の
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

茨
城
県
牛
久
市
栄
町
六
丁
目
三
七
〇
番
地

株
式
会
社
テ
イ
ケ
イ
プ
ロ
ダ
ク
ツ

代
表
清
算
人

二
俣

正
成

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

群
馬
県
み
ど
り
市
大
間
々
町
大
間
々
四
七
九
番
地

株
式
会
社
木
村

代
表
清
算
人

木
村

栄
也

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
九
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
同
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
四
番
一
号

株
式
会
社
エ
グ
ゼ

代
表
清
算
人

園
部

寛
恵

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日
開
催
の
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
六
号

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
キ
ャ
ビ
ン
京
都
烏
丸

代
表
清
算
人

来
海

忠
男

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日
、
会
社
法
第

三
一
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
株
主
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
よ
り
平
成
二
十
二
年

十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら

二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

東
京
都
港
区
南
麻
布
一
丁
目
九
番
八
号
麻
布
コ
ー

ポ
ラ
ス
一
〇
一
号

Ｍ
ａ
ｇ
ｎ
ｅ
ｔ
ａ
ｒ

Ｆ
ｉ
ｎ
ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
マ
ク
リ
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
開
催
の
株
主

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

東
京
都
港
区
西
麻
布
二
丁
目
二
一
番
三
号

上
野
建
物
株
式
会
社

代
表
清
算
人

上
野

啓
二

解
散
公
告

当
法
人
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
二
〇
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号

日
本
橋
フ
ァ
ー
ス
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
一
般

社
団
法
人

代
表
清
算
人

須
貝

信

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
六
日
開
催
の
株
主
総
会

（
書
面
決
議
）
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社

に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
一
月
七
日

東
京
都
新
宿
区
本
塩
町
八
番
地
の
二

ス
ミ
セ
イ
損
害
保
険
株
式
会
社

清
算
人

五
十
嵐
啓
二

Ÿœ
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